
 

 

令和５年度東京都新型コロナウイルス感染症患者入院受入病床支援事業補助金交付要綱 

 

令和５年１０月２６日５保医感一第７１４号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、令和５年度東京都新型コロナウイルス感染症患者入院受入病床支援事業実

施要綱（令和５年１０月２６日５保医感一第７１３号。以下「実施要綱」という。）に基づいて

行う、令和５年度東京都新型コロナウイルス感染症患者入院受入病床支援事業補助金（以下「補

助金」という。）の交付に関し必要な事項について定め、事業の適切な運営を図ることを目的と

する。 

 

（対象事業） 

第２条 この要綱において、補助の対象となる事業は、実施要綱第３条に規定する事業とする。 

 

（対象施設） 

第３条 この要綱において、補助を受けることができる者は、実施要綱第３条に規定する施設と

する。ただし、次に掲げる者を除く。 

１ 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

２ 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団

関係者をいう。以下同じ。） 

３ 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他従業者若しくは構成員に暴力団員等に

該当するものがあるもの 

 

（対象期間） 

第４条 この補助金の対象とする期間は、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までとす

る。ただし、「令和５年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施につい

て」（令和５年４月５日付厚生労働省医政発０４０５第３号・健発０４０５第１号・薬生発０４

０５第１号）で定める実施期間により、変更する場合がある。 

 

（対象経費） 

第５条 この補助金の対象とする経費は、別表の第３欄に定める経費とする。 

 

（補助条件） 

第６条 この補助金の交付を受ける医療機関は、都が実施する調査に必ず回答し、都が開催する

説明会等（Web会議を含む。）へ可能な限り参加することとし、事業毎に次に定められた条件全

てを満たしている場合に補助金を交付するものとする。 

１ 病床確保支援事業  

(1) 都の依頼に基づき、病床を確保していること。 

(2) 補助期間中、東京都新型コロナウイルス感染者情報システム（以下、「MIST」という。）



 

 

を通じて都に受入可能病床数を報告し、常に最新の情報に更新していること。 

 (3) 補助期間中、医療機関等情報支援システム（以下、「G-MIS」という。）に、確保病床数、

即応病床数、入院中患者数の入力を確実に行うことで、都及び国が入院受入状況等を正確

に把握出来るようにすること。 

(4) 新型コロナウイルス感染症患者の入院調整を行う医療機関及び東京消防庁等による受入

要請に応じ、原則として速やかに受け入れ、正当な理由なく断らないこと。 

(5) 病床確保料は、新型コロナウイルス感染症患者等の受入要請があれば即時に患者を受入

可能とするために人員配置を含めた入院受入体制を整えた場合の補助となるため、一時的

に看護師等が配置できず新型コロナウイルス感染症患者の入院受入ができない病床は、そ

の間交付対象とならないことや、当該病床を確保するために休止している病床があれば、

同様に交付対象とならないことに留意すること。 

(6) 病床確保料の対象となる新型コロナウイルス感染症患者の入院のために確保した病床及

び休床とした病床には、補助金が支給される間、原則として、新型コロナウイルス感染症

患者以外の患者を受け入れてはいけないものとする。 

   ただし、救急の場合等、即応病床等に一時的に一般患者を受け入れて、その後、短期間

で即応病床等ではない別の病床に当該患者を移し、再度即応病床化するといった対応は可

能とし、常時一般患者の受入に使用する病床とする場合は、即応病床数から除くこと。 

(7) 即応病床数及び休止病床数を変更する際は、別途定める様式により事前に都に報告する

こと。ただし、即応病床数については、確保病床数の範囲内とすること。 

(8) 病床確保料の一部については、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う医療従事

者に対して処遇改善を行うために用いることとし、処遇改善内容について、別途定める様

式により都に報告すること。 

 

 ２ 院内感染発生医療機関支援事業 

  (1) 補助対象となる病床の考え方 

ア 院内感染の発生により、新型コロナウイルス感染症患者が入院した病床であり、当該患

者が退院した後に病室の閉鎖などの事情により一定期間、空床にする必要がある病床 

イ 院内感染の発生により、病室の閉鎖などの事情により休止せざるを得ない病床 

ウ 上記ア、イのいずれかを満たし、実施要綱第３条の(1)に係る事業の病床確保料の補助

対象外の病床であること。 

ただし、院内感染による新型コロナウイルス感染症患者が「新型コロナウイルス感染症

の令和５年１０月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について（令和５

年９月１５日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡）」に基づく、中

等症Ⅱ・重症患者、特別な配慮が必要な患者及び医師の判断で特に高いリスクが認められ

る患者であり、実施要綱第３条の(1)に係る事業の補助対象病床に入院が可能であるにも

かかわらず、特段の事情もなく補助対象外の病床に入院させた場合は、実施要綱第３条の

(1)に係る事業の病床確保料を補助対象外とする。 

(2) 補助対象となる期間は院内感染が発生した日から、最後の陽性者が療養解除となった日

（上限）までの期間とする。 

(3) G-MIS に新型コロナウイルス感染症患者の入院受入状況等（外部からの受入実績及び院



 

 

内感染により発生した患者数等）を入力すること。なお、新型コロナウイルス感染症患者

の受入実績がない場合も G-MISの入力は行うこと。 

(4) MISTを通じて都に受入可能病床数を報告し、常に最新の情報に更新していること。 

(5) 院内感染収束後も積極的に外部から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れることと

し、院内感染収束後は積極的に外部から新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる旨を

記載した書面を都と締結すること。 

 

（交付額の算定） 

第７条 この補助金の交付額は、次により算定された額を都の予算の範囲内において交付する。 

１ 別表の第２欄に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する

ものとする。 

２ 前項により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して

少ない方の額に、別表の第４欄に定める補助率を乗じて得た額を交付するものとする。ただ

し、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の申請） 

第８条 この補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ指定

する期日までに交付申請書（別記第１号様式）を東京都知事（以下「知事」という。）に提出す

るものとする。 

 

（交付の決定） 

第９条 知事は、申請者から第８条及び第１２条の規定に基づく申請があった場合は、その内容

を審査し、適当と認めたときは、第１０条に規定する事項を条件に補助金の交付を決定するも

のとし、その決定の内容を申請者に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第１０条 この補助金の交付条件は、次のとおりとする。 

 １ 補助対象事業の適正執行 

(1) 知事は、新型コロナウイルス感染症の感染が大きく拡大し、病床が逼迫した際に、この

補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、第６条第１項の規定によ

り、新型コロナウイルス感染症入院患者の適切な受入れを行っていなかった場合、補助金

の対象である即応病床数を厳格に適正化するものとする。 

(2) 補助事業者は、第６条第１項の規定により、万が一適切に新型コロナウイルス感染症患

者を受け入れていなかった場合、病床確保料の返還や申請中の補助金の申請の取下げ又は

執行停止を含めた対応を行うこととし、その状況については、適切に東京都及び国に報告

しなければならない。 

２ 事情変更による決定の取消し等 

(1) 知事は、第９条の規定による補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変

更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、

又はその決定内容若しくは条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に



 

 

経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

(2) (1)の規定による補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助

金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなった場合に限る。 

(3) 知事は、(1)の規定による補助金の交付決定の取消しにより、特別に必要となった事務又

は事業に対しては、補助事業に係る残務整理に要する経費及び補助事業を行うために締結

した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費に係る補助金を交付する

ことができる。 

(4) (3)の規定による補助金の交付額の当該経費に対する割合、その他その交付については、

(1)の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。 

３ 承認事項 

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、その理由及びその他必要事項

を記載した書面を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に規定す

る事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止、又は廃止しようとするとき。 

４ 事故報告 

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合には、速やかにその理由及び状況等を書面により知事に報告し、知事から必要な指

示が与えられた場合は、直ちにその指示に従わなければならない。 

５ 状況報告 

知事は、補助事業の円滑な執行を図るため、必要と認めるときは、補助事業の遂行状況、

経理状況その他必要な事項について、補助事業者に報告を徴することができるものとする。 

６ 調書の作成 

補助事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、

これを事業終了後５年間保管しておかなければならない。 

７ 遂行命令等 

(1) 知事は、補助事業者が提出する報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１

条第２項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又は条件によって遂行さ

れていないと認めるときは、これに従って当該補助事業を遂行するよう命ずることができ

る。 

(2) 知事は、補助事業者が(1)の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の

一時停止を命ずることができる。 

(3) 知事は、(2)の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付決定の内容又

は条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、８の規定により、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

８ 決定の取消し 

(1) 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 



 

 

ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

イ 補助金を他の用途に使用したとき又は受けようとしたとき。 

ウ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく指示

に違反したとき。 

 (2) (1)の規定は、第１４条の規定による補助金額の確定があった場合においても適用があ

るものとする。 

９ 補助金の返還 

(1) 知事が８の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

補助事業の当該取消しに係る部分に関し、補助事業者が既に補助金を受領している場合に

は、指定する期日までに取り消された金額を返還しなければならない。 

(2) (1)の規定は、第１４条の規定により、補助金額が確定した場合において、既にその額を

超える補助金を受領している場合においても適用があるものとする。 

１０ 違約加算金及び延滞金 

(1) 知事が８の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、

補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付

の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間

については、既納額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違

約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

(2) 知事が９の規定により、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助

事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納

付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した

延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

１１ 違約加算金の計算 

知事が１０の(1)の規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付し

た金額が返還を命じられた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助

金額に充てるものとする。 

１２ 延滞金の計算 

知事が１０の(2)の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者が返還を

命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係

る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。 

１３ 他の補助金の一時停止等 

知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又

は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対し、同種の事務又は事

業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、

又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 補助金の交付方法は、確定払いとする。 

   

（変更申請手続） 



 

 

第１２条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して

追加交付申請を行う場合には、あらかじめ指定する期日までに変更交付申請書（別記第２号様

式）を知事に提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（廃止したときを含む。）又は交付決定に係る

都の会計年度が終了したときは、あらかじめ指定する期日までに実績報告書（別記第３号様式）

を知事に提出するものとする。 

 

（補助金額の確定） 

第１４条 知事は、第１３条の規定による事業実績報告があったときは、当該報告書の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び条件に適合す

ると認めるときは、交付すべき補助金額を決定し、補助事業者に通知するものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１５条 知事は、第１４条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の

内容及び条件に適合しないと認められるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための

措置を講ずるよう命ずることができる。 

 

（申請の撤回） 

第１６条 申請者は、この補助金の交付決定の内容又は条件に異議があるときは、この補助金の

交付決定を受けた日から１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

（消費税及び地方消費税の報告） 

第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）

には、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに仕入控除

税額報告書（別記第４号様式）を知事に報告しなければならない。（国庫を含む場合は、別記第

５号様式により厚生労働大臣に報告しなければならない。） 

なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を返還

しなければならない。 

 

（指導及び監督） 

第１８条 知事は、補助事業者に対し、補助事業に係る運営について、法その他関係法令の定め

るところにより、補助金の交付目的が有効に達せられるよう必要な指揮監督を行うことができ

る。 

 

（維持管理） 

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び機械器具（以

下「財産」という。）については、事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理する



 

 

とともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

 

（財産の処分） 

第２０条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、次のよう

に取り扱うものとする。 

１ ２に定める期間を経過するまで知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ １による財産の処分の制限期間は、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の

処分制限期間」（平成２０年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）で定める処分制限期間と

する。 

３ 知事の承認を受けて、財産を処分することにより収入があった場合にはその収入の全部又

は一部を納付させることがある。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付については、東京都補助金等交付規

則（昭和３７年東京都規則第１４１号）及び東京都補助金等交付規則の施行について（昭和３

７年１２月１１日付３７財主調発第２０号）の定めるところによるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、令和５年１０月１日から適用する。 
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別表（第５条、第７条関係） 

１ 事業名 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

 

(1) 病床確

保支援事

業 

 

 

(1) 病床確保料（１床当たり） 

 ア 特定機能病院等  

・ICU内の病床を確保及び休止する場合 

１７４，０００円/日 

・HCU内の病床を確保及び休止する場合 

８５，０００円/日 

・上記以外の病床を確保及び休止する場合 

３０，０００円/日 
 

※ 「特定機能病院等」とは、特定機能病院及び

特定機能病院と同程度に新型コロナウイルス

感染症の重症患者を受け入れている医療機関

とする。特定機能病院と同程度に新型コロナウ

イルス感染症の重症患者を受け入れている医

療機関は、具体的には、令和 2年 4月以降に、

体外式膜型人工肺による治療を行う患者が延

べ３人以上の月又は人工呼吸器による治療を

行う患者が延べ 10 人以上の月がある医療機関

とする。 

 

イ その他医療機関 

・ICU内の病床を確保及び休止する場合 

１２１，０００円/日 

・HCU内の病床を確保及び休止する場合 

８５，０００円/日 

・上記以外の病床を確保及び休止する場合 

２９，０００円/日 

 

※ 上記に係る休止病床については、稼働病床１

床あたり１床まで（ＩＣＵ・ＨＣＵ病床は２床

まで）を補助の上限とする。なお、休止病床に

ついては、当該病床を休止する前の区分により

病床確保料を適用する。 

 

(2) 個人防護具 

            ３，６００円/人 

 

 

(1) 医療機関の病床確保

に係る経費（当該病床

には、新型コロナウイ

ルス感染症患者等を受

け入れるために休床と

した病床も含むものと

する。） 

(2) 個人防護具 

 

※１ 病床確保料の対象と

なる病床は、都が確保病床

の即応化を要請した期間

に限るものとし、陽性患者

等を受け入れている病床

は、本事業の補助対象外と

する。 

 

※２ 令和５年１０月１日

から３１日までの間は経

過措置期間として、「段階

１」に満たない感染状況で

あっても、「段階１」に達し

た場合に都が要請する確

保病床数を上限として、補

助対象とする。 

 

※３ 個人防護具は、段階１

から段階３の期間中に生

じた経費のみ補助対象と

する。 

 

 

10分の 10 

 



 

 

2 

 

 

 

１ 事業名 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

 

(2) 院内感

染発生医

療機関支

援事業 

 

 

(1) 病床確保料（１床当たり） 

 ア 特定機能病院等 

・ICU内の病床を運用及び休止する場合 

１７４，０００円/日 

・HCU内の病床を運用及び休止する場合 

８５，０００円/日 

・確保病床相当の病床を運用する場合 

３０，０００円/日 

・上記以外の病床（療養病床を含む）を

運用及び休止する場合 

１６，０００円/日 

 

※ 「特定機能病院等」の定義は、(1)病床確保支

援事業と同様とする。 

 

イ その他医療機関 

・ICU内の病床を運用及び休止する場合 

１２１，０００円/日 

・HCU内の病床を運用及び休止する場合 

８５，０００円/日 

・確保病床相当の病床を運用する場合 

２９，０００円/日 

・上記以外の病床（療養病床を含む）を

運用及び休止する場合 

１６，０００円/日 

 

※ 「確保病床相当」とは、移行計画に基づく、

中等症Ⅱ・重症患者、特別な配慮が必要な患者

及び医師の判断で特に高いリスクが認められ

る患者を受け入れる病床及び院内感染で対応

した患者が中等症Ⅱまで増悪したことを踏ま

え、院内感染収束後は中等症Ⅱの患者を受け入

れる病床とする。 

 

※ 上記に係る休止病床の定義は、(1)病床確保

支援事業と同様とする。 

 

(2) 個人防護具 

            ３，６００円/人 

 

(1) 院内感染の発生によ

り、陽性患者が入院し

た病床であり、当該患

者が退院した後に病床

の閉鎖などの事情によ

り一定期間、空床にす

る必要がある病床に係

る経費 

(2) 院内感染の発生によ

り、病室の閉鎖などの

事情により休止せざる

を得ない病床に係る経

費 

(3) 個人防護具 

 

※１ 病床確保料の対象期

間は、院内感染が発生した日

から、最後の陽性者が療養解

除となった日までの期間に

限る。 

 

※２ 個人防護具は、段階１

から段階３の期間中に生じ

た経費のみ補助対象とする。 

 

10分の 10 

 


